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１　はじめに
　特許発明の構成要件が異なる主体の行為を合算す
ることによって充足される場合に、特定の主体にお
いて特許権を侵害したといえるかどうかについては、
従来から、例えば「複数主体による特許権侵害行為」
という論点名で議論されてきた。この問題は、主と
して、複数者が関与している侵害の場合に、特定の
主体に対して特許法固有の差止請求権を行使できる

か、という問題を検討対象としている１。
　この論点における実際の事案として、例えば電着
画像形成方法事件（東京地判平成13年９月20日（平
成12年（ワ）第20503号））といった著名な裁判例も
あるが、裁判例の蓄積は必ずしも多くない。この意
味では、この論点は実際の実務においてあまり問題
とならないものかもしれない。
　一方で、この論点は、グローバル社会の形成およ
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